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  １．開  会 

○渋谷高齢保健福祉部長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、札幌市高齢

者の社会参加支援の在り方検討委員会第１回会議を開催させていただきます。 

 私は、本委員会の事務局を担当いたします札幌市高齢保健福祉部の渋谷と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 議事に先立ちまして、委員の委嘱を行いたいと思います。 

 委嘱状につきましては、本来お１人ずつお渡しすべきところですけれども、時間も限ら

れておりますので、あらかじめ各委員のお手元に置かせていただきました。 

 これより、お１人ずつお名前をお呼びさせていただきます。これをもちまして、委嘱状

の交付とさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 五十音順でご紹介をさせていただきます。 

 飯田俊郎委員。 

 池田啓子委員。 

 喜多洋子委員。 

 竹川勝雄委員。 

 巽佳子委員。 

 中田知生委員。 

 西田順子委員。 

 原俊彦委員。 

 牧野弘志委員。 

 このほかに、馬場伸哉委員がいらっしゃいますけれども、本日は所用のためご欠席され

ております。 

 本委員会は、１０名の委員で構成されておりまして、ご審議をいただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、委員会の開催に当たりまして、札幌市副市長の板垣昭彦よりご挨拶を申し

上げます。 

○板垣副市長 副市長の板垣でございます。 

 委員の皆様におかれましては、ご多忙の中、委員のご就任をお引き受けいただきました

ことに心から御礼申し上げたいと思います。 

 委員会の立ち上げに際しまして、札幌市を代表して、一言、ご挨拶を申し上げます。 

 皆様ご承知のとおり、札幌市におきましても、間もなく人口減少の局面を迎える予想と

なっておりまして、２０年後には、今、札幌市は１９５万人の人口がおりますけれども、

１８２万人まで減少するということが見込まれております。この人口減少に歯どめをかけ

るためには、やはり、若年層に対する対策、安定した雇用を生み出しまして、若い世代を

経済面で支えるということのほかに、結婚、出産、子育てを支える環境づくりを進めなけ

ればなりません。そしてまた、今まで以上に女性や元気な高齢者の皆様が生涯現役として
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働くことができる社会構造に札幌のまちを変えていかなればならないと考えております。

さらにまた、ひとり暮らしの高齢者がふえておりまして、町内会の加入率、札幌市も町内

会加入を一生懸命呼びかけておりますけれども、年々低下しているのが現状でございます。

その中で、高齢者の孤立を防ぐためにも、町内会を初めとする地域のさまざまなコミュニ

ティの活性化に取り組まなければなりませんし、また、社会保障費の低減という意味でも、

健康寿命を伸ばす取り組みということにも取り組んでいかなければならないと考えており

ます。元気で経験豊かな高齢者の皆様がたくさんいらっしゃるということは、社会全体の

財産でありますし、あるときは地域コミュニティの担い手として、また、あるときは子育

てや子どもたちの教育をサポートしていただける次世代育成の役割として、さらには、生

涯現役ということで、経済活動の主体としてなど、さまざまな形で高齢者の皆様の社会参

加が広がることで、高齢者それぞれの力を発揮され、自身の生きがいと健康の増進にもつ

ながるような、そういう好循環を生み出すような社会づくりに取り組むべき時期に来てい

るのではないかというふうに私ども市長以下は考えているところでございます。 

 そこで、札幌市では、昨年度、「アクションプラン２０１５」というものと「さっぽろ

未来創生プラン」という二つの基本計画を策定したわけですけれども、その中で、保健福

祉分野にとどまらず、子育てや雇用、地域コミュニティの活性化など、多岐に渡る視点を

持って、高齢者の皆さんの社会参加のあり方の具体的な検討を進めたいと考えておりまし

て、この委員会を設置したところでございます。 

 皆様には、ぜひ高齢福祉の分野にのみにとらわれることなく、幅広い視点から忌憚のな

いご意見を頂戴できればというふうに考えております。どうかよろしくお願い申し上げま

す。 

 結びになりますが、改めまして、委員就任についての感謝を申し上げまして、簡単では

ございますが、会の開催に当たってのご挨拶とさせていただきます。 

 今後、よろしくお願いいたします。 

 

  ２．委員紹介 

○渋谷高齢保健福祉部長 ここで、委員の皆様から自己紹介をいただきたいと思います。 

 五十音順でお座りいただいておりますので、恐れ入りますが、飯田委員から順に自己紹

介をお願いいたします。 

○飯田委員 青森公立大学の飯田と申します。 

 私が長く話すと皆さん長くなると思いますので、手短にお話しします。 

 この３月末まで清田区の札幌国際大学におりました。今、あちらに転出して、非常に短

命県という言葉がちょくちょく言われていて、全国４７都道府県で青森県は一番寿命が短

い、その中でも青森市が一番短いということで、そこの公立大学におりまして、そういう

ことに取り組んでいます。そこで視野を広げて、札幌がそういうことにならないように、

生き生きと元気な輝くまちであるように、この議論に参加したいと思っております。 
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 どうぞよろしくお願いいたします。 

○池田委員 特殊衣料の池田でございます。 

 企業の立場で何ができるのかということで参加させていただきたいと思いますが、私自

身も団塊の世代の真ん中の６６歳ですので、自分の高齢化問題にもかかわれたらなと思っ

ています。やはり、年をとっても働ける環境をつくるということが企業にとっての人材を

補うという部分に大変意義があると思いまして、私どもがかかわっている何かの形で貢献

ができたらと思っております。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○喜多委員 地域コーディネーターかどまーるの喜多洋子と言います。よろしくお願いし

ます。 

 私は、子育て支援ワーカーズプチトマトというところで、今もやっているのですが、２

０年以上、子育ての支援をしてきています。やっぱり、子育てしやすい社会をつくるには、

本当にまち全体が優しくなったらいいなというふうに思いまして、今、縁があって、麻生

商店街で麻生キッチンりあんという場所づくりをしています。藤女子大学の学生と一緒に、

食支援だったり、学習支援だったり、地域の方々へのランチの提供だったり、コミュニテ

ィの場所を今つくっていますが、その利用者のほとんどが６０歳以上です。学生たちも来

るのですけれども、ほとんどが地域の高齢者の方々ということで、高齢の方たちの役割と

いうか、生き生きと働けるような、生き生きと活動できるような場所づくりが今後できた

らいいなと思っています。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○竹川委員 竹川勝雄と申します。 

 自己紹介を兼ねて、私がなぜ市民委員に応募したかということをお話しさせていただき

ます。 

 私が高齢者のことにかかわるというか、問題意識を持ち始めたのは、直近では、研究支

援の第三セクターの社長を六十四、五歳のときに引き受けたということがございます。そ

のときに、まちの中の商工会議所の人たちを通じてよくよくわかったのは、もともと企業

誘致などは、移出基盤型産業に育ってくれということを考えているわけです。飛び地工場

ではなくてです。そうすると、来た人の子どもがこの地域で働いてという循環が期待され

るわけですね。そのときに、日中見られるのは高齢者です。企業誘致をすると、その人た

ちを見るわけです。そうすると、ここの地域で子どもたちが健全でよい学力を得て育って

いくかということを当然に考えると言われました。つまり、我々の社会は、小・中・高を

通じて、いい社会人になってねという教育をしているわけです。ところが、組織化されて

いるうちはそれで何とかなるけれども、組織を離れた途端に本当の社会人を忘れてしまっ

ている方が多いのだということを若手の経営者たちが言っていることがわかりました。そ

うなってくると、我々は、高齢者をどう扱うかという問題ではなくて、社会人としてあな

たはどうなのかという視点が重要だということを私は感じています。 
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 したがって、私がこの委員に応募したのは、社会人としての責任を最後まで果たしてく

れる高齢者に対して行政の施策を考えてもらいたい、今までの方法が本当によいのかとい

う思いがあるからです。もともと、制度とか仕組みなんてものは３年から５年で変えない

といけないわけです。社会の情勢が変わるし、参加者も変わります。それにもかかわらず、

それを何とか守ろうとするところには、実は既得権益が発生しているかもしれないという

ことも考えたほうがよいということを私がここで述べないと、市だってどうしようもない

わけですよ。みんなが反対しているのですからね。そういうところで私は応募したのです。 

 ですから、高齢者といっても社会人であるという視点です。病気になって、いわゆる介

護が必要である人とそうではないという人をきちんと分けて議論をしたほうがいいと思い

ますし、そうすると、今後どのような筋道をつくっていくか、組織化するということを抜

きにしても、現役を離れてから、どういう道筋で死んでいくかというくらいのことは考え

てもらわなければいけないということも議論できればいいなと思っています。 

 よろしくお願いいたします。 

○巽委員 市民委員の巽佳子と申します。 

 仕事は行政書士をしておりまして、その方が認知症になったときや亡くなった後、こう

してほしいという頼まれごとをして、おつき合いをさせていただいております。 

 社会活動としましては、そういった関係で、遺言書についての勉強会をしたり、子育て

支援に関する任意団体をつくっております。遺言書のほうは、１００％、６０歳以上の方

なのですけれども、子育て支援のほうも３分の１以上が６０歳以上の方という中で一緒に

活動をしています。そういう身の回りの高齢者の方を念頭に置いて、いろいろ考えさせて

いただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○中田委員 中田知生と申します。北星学園大学の社会福祉学部に勤めております。 

 僕の専門は、加齢研究というか、年をとることの研究で、そういうことによって、どう

いうふうに社会参加に影響を与えるのか、あるいは、かつてはヨーロッパの年齢差別など

を研究しておりました。データ分析とか調査も大学で教えておりますので、そういうこと

でもご協力できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○西田委員 こんにちは。市民委員の西田順子と申します。 

 去年の９月まで、ずっと働き続けておりました。いろいろな市民活動もさせていただい

て、男女共同参画とか子育て支援などもできる範囲でやってまいりました。元気な高齢者

の市民参加はすごく普通に進むのですが、実は、その反面、ちょっと表現がおかしいので

すけれども、あすの生活にも困っていらっしゃる高齢者もまた一方でいますので、そうい

う方たちに元気になってもらうような社会参加ができないかということをあわせて考えて

いきたいと思っております。地域のこともありますし、若い方の意見も取り入れながら、

ぜひ新しい活力を取り入れながら、高齢者支援を考えていきたいと思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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○原委員 札幌市立大学デザイン学部教授の原と申します。よろしくお願いいたします。 

 デザイン学部の教授と言うと、デザイナーか何かなのかといろいろなところで聞かれる

のですが、私は、教養科目の責任者をやっておりまして、持っている科目自体は、現代社

会と家族とか、家族社会学とか家族関係と、統計学を大学のほうで教えております。本来

の専門は人口学でして、今、日本人口学会の会長も務めております。ですから、こういっ

た問題については、長年、人口学者の視点から眺めてきて、いずれこういう時代が来ると

いうことをいつも主張してきたわけですけれども、実際に今、自分自身もあと２年くらい

で高齢者の仲間入りをするという段階になってきて、すごい世の中になったなと思ってい

ます。ですから、具体的にどういうふうにしていったらいいのかということについて、僕

自身もかかわっていかなければいけないと思っていましたので、ちょうどよい機会を与え

ていただいたと思います。皆さんと一緒にいろいろ議論して、ちょっとでもいい新しい社

会システムをつくれればなと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○牧野委員 牧野弘志と申します。 

 厚別区町内連合会連絡協議会におります。 

 私は、応募したのではなくて、なぜか選定された委員の一人でございます。厚別区は、

札幌市１０区の中で人口も少ないし、面積も小さい区なのですけれども、新札幌の奥のほ

うに札幌の都市計画の一番最初のころにできたもみじ台地区があります。また、新さっぽ

ろの駅の近くに青葉地区があるのですけれども、そこの二つは、この広い札幌の中でも５

本の指に入る高齢化率です。 

 私は、町内会にかかわって１３年目になったのですが、６０歳まで勤めて、そのままや

めて、もう今１９年目になっているのですけれども、無職で、今申し上げたように、高齢

化率の高い地区が二つもあるということで、地域の者としてピックアップされたのかなと

思っております。 

 私自身は、高齢者の社会参加という点からいろいろと真面目に考えたことが余りなかっ

たのです。今回、お話をいただいて、資料なども拝見して、先ほど副市長がご挨拶でお話

しになったように、「アクションプラン２０１５」の中にも何か所かありますが、自分と

しては、そろそろ高齢者かと思うくらいで、まだまだ動けるとは思っているのですけれど

も、そういういろいろな資料を見せていただきながら、今までは真面目に考えていなかっ

たので、少しは真面目に考えてみようかと思っていますし、いろいろ勉強にもなると思っ

ています。そういうことで選定していただいたのかなと思っております。 

 ひとつよろしくお願いいたします。 

○渋谷高齢保健福祉部長 どうもありがとうございました。 

 次に、本委員会の事務局を担当いたします札幌市保健福祉局の関係職員を紹介させてい

ただきます。 

 まず、保健福祉局長の瀬川でございます。 
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○瀬川保健福祉局長 保健福祉局長の瀬川でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○渋谷高齢保健福祉部長 高齢福祉課長の柴垣でございます。 

○柴垣高齢福祉課長 柴垣でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○渋谷高齢保健福祉部長 それでは、大変申しわけございませんが、板垣副市長と瀬川保

健福祉局長は、所用のため、ここで退席をさせていただきます。ご了承ください。 

〔板垣副市長、瀬川保健福祉局長退席〕 

 

  ３．議  事 

○渋谷高齢保健福祉部長 これより、札幌市高齢者の社会参加の在り方検討委員会の議事

に入らせていただきます。 

 委員長選任までの間、引き続き進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 議事の一つ目は、「委員長・副委員長の選任」でございます。 

 委員長の選出方法につきましては、お手元に既にお配りしております資料の３ページ、

右肩に資料２と書いております設置規則の第３条第１項で、「委員会に委員長及び副委員

長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。」となっております。 

 どなたか、委員長に立候補またはご推薦はございませんでしょうか。 

 中田委員。 

○中田委員 いろいろご経験のある原委員を推薦させていただきたいと思います。 

○渋谷高齢保健福祉部長 今、中田委員から、原委員を委員長にというご推薦をいただき

ましたが、皆様、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり・拍手） 

○渋谷高齢保健福祉部長 それでは、異議なしということで、原委員に委員長をお願いし

たいと存じます。よろしくお願いします。 

 それでは、私の進行はここで終了しまして、以後の議事進行は原委員長にお願いしたい

と思います。 

 準備ができましたら、委員長就任のご挨拶を一言いただければと思います。 

〔委員長は所定の席に着く〕 

○原委員長 委員長にご推薦いただきまして、ありがとうございます。 

 私は、よく考えたら、人口問題研究所の研究評価委員会の委員長はやったことがあるの

ですけれども、こういう行政の委員長は初めてだったということで、全く経験豊富ではご

ざいません。 

 先ほどもちょっと話しましたけれども、本当に歴史の変わり目みたいな時代で、恐らく

この委員会自体に具体的な結論は求められていないようですけれども、高齢者のこれから

の生き方ですね。今のままですと、ただ単に、いつ死ぬか、いつ死ぬかという死ぬための
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準備で、健康のことや経済のことばっかり考えて死んでしまうわけです。それは非常にむ

なしいといいますか、せっかく長寿化してきたわけですから、やっぱり最後まで皆さんが

活躍できるような仕組みを一緒に考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 ということで挨拶を終わりまして、副委員長の選任に移ります。 

 立候補、推薦はございますか。 

 どなたもいらっしゃらないようでしたら、飯田委員に副委員長をしてもらおうと思いま

すが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり・拍手） 

○原委員長 それでは、よろしくお願いします。 

〔副委員長は所定の席に着く〕 

○飯田副委員長 委員長を支えてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○原委員長 次に、議事（２）の「検討の進め方」についてということで、具体的な議事

に入らせていただきます。 

 事務局から、議事の進め方につきまして説明していただきたいと思います。 

○柴垣高齢福祉課長 高齢福祉課長の柴垣でございます。 

 恐縮ですが、着席のまま説明させていただきます。 

 まず、お手元の資料の５ページ、資料３をごらんください。 

 初めに、「１ 検討委員会の位置づけ」にありますとおり、本委員会は臨時的附属機関

でございますので、設置期間は１年間となっております。この後にご説明いたします検討

事項につきましてご審議いただき、結果を報告書として取りまとめていただきます。そし

て、その検討報告を受けましてから、札幌市として、これからの高齢者の社会参加支援に

関する基本方針を策定する予定でございます。 

 次に、「２ 検討事項」でございます。 

 本委員会でご検討いただく事項は、札幌市における高齢者の社会参加支援の在り方につ

いてでございます。札幌市といたしましては、これからの超高齢・人口減少社会において

は、全ての人が支え合える社会を構築することが必要であり、意欲と能力のある元気な高

齢者には、地域の一員として社会経済を支える役割を担って活躍していただくことが求め

られております。高齢者の積極的な社会参加、社会参画を支援していくことを札幌市とし

て考えております。 

 そこで、昨年度、高齢者の多彩な社会参画に関する市民意識の醸成を図るため、「さっ

ぽろカラフルさんかくプロジェクト」と名づけた高齢者の活躍の推進キャンペーンとして、

ちょうど委員長、副委員長の後ろに張ってありますポスターの掲示や、テレビコマーシャ

ルの放映を行ったところでございます。 

 本日、そのＣＭの映像をご用意いたしましたので、３０秒程度のものでございますが、

ごらんいただきたいと思います。 
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〔ＣＭの上映〕 

 

○柴垣高齢福祉課長 いかがでしたでしょうか。 

 秋元市長出演のプロモーション映像をごらんいただきました。実際に活躍されているご

高齢の方々にご協力いただいて撮影したもので、どなたも大変意欲的で生き生きと活動さ

れていらっしゃいました。このように、高齢者が活躍できるまち、いつまでも社会参画で

きるまちを実現するために、札幌市はどのように取り組みを進めていけばよいのか、当委

員会ではその方向性をご検討いただきたいと存じます。 

 それでは、資料３にお戻りいただきまして、下段の「３ 検討の進め方（案）」につい

てでございます。 

 ここでは、検討手順の案を示させていただきました。 

 本日を含めて７回の会議開催を予定しており、各回で想定される検討手順を記載してご

ざいます。１回目、２回目は、背景・方向性の確認、課題の整理、これまで実施してきた

事業の検証、３回目から５回目は、今後の新たな取り組みや方向性の検討、それと並行し

まして、アンケート調査の実施、６回目と７回目は検討報告書の取りまとめといった検討

手順となっております。 

 説明は以上でございます。 

○原委員長 ただいま説明のありました検討の進め方についてご意見のある方はいらっし

ゃいますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○原委員長 特になければ、事務局案を基本としながら検討を進めさせていただきたいと

思います。 

 次に、三つ目の議題の「今後の高齢者の社会参加支援」について、事務局から説明をお

願いいたします。 

○柴垣高齢福祉課長 それでは、７ページの資料４の「検討の方向性」をごらんください。 

 まず、「１ 検討の背景」としまして、超高齢・人口減少社会や高齢者の現状について

です。 

 参考資料としてお配りしております各種データはあらかじめごらんいただいております

ので、ここでは概略のみ確認をさせていただきます。 

 検討の背景の１点目として、「人口構造の変化」についてです。高齢化が進み、総人口

が減少に転じるという人口構造の変化による社会的な影響として、高齢化に伴って社会保

障費が増大し、財政悪化を招くことや、人口減少に伴って労働力が減り、経済規模が縮小

することなどが懸念されております。 

 その一方で、背景の２点目ですが、「高齢者のすがた」として、現在の高齢者は長生き

で体力は向上しております。市民意識としても６５歳を高齢者と捉える方は少なくなって
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おります。また、５０歳代と比べて収入は減りますが、貯蓄は多いこと、２０年前と比較

して大学卒業の方がふえてきたこと、高齢者の中で働いている方の割合は横ばいであるこ

となどが各種のデータから読み取れます。 

 このような現状確認を踏まえていただきまして、資料の８ページの「２ 課題の整理」

をごらんください。 

 札幌市としての課題認識を３点ほど挙げさせていただきました。 

 １点目として、「旧来の「高齢者像」の更新」です。６５歳を過ぎたら一律に老後、余

生というような旧来の高齢者のイメージを更新して、生涯にわたって役割を持って活躍す

る新しい高齢者のモデルが必要とされていると考えております。 

 次に、２点目として、「旧来の「支えられる高齢者／支える若者」図式からの脱却」で

す。昭和の時代には１０人以上で１人を支えていた胴上げ型でしたが、今では３人で１人

を支える騎馬戦型になってきたところです。将来見込まれる１人が１人を支える肩車型に

なってしまう前に、世代を問わず、ともに支え合える社会を築かなければならないと考え

ております。 

 ３点目は、「持続可能な地域社会づくり」です。人口構造の変化に伴うさまざまな社会

的な影響が見込まれる中、今後の社会の安心と活力を高め、持続可能な社会にしていくた

めに、高齢者の持つ知恵など、形のないものを含め、歴史の中で培われてきた都市の財産

を次の世代にしっかりと受け継いでいくことが求められます。また、社会を持続させ受け

継いでいく上では、札幌市としては、将来世代に過度の負担を残さない財政運営としなけ

ればならないと考えております。 

 これらの課題を踏まえていただきまして、次の９ページをごらんください。 

 「３ 目指す将来像」です。 

 これから目指していく将来像を、高齢社会対策基本法を基本として整理しております。

点線で囲んでおりますのが、高齢社会対策基本法で定める三つの基本理念でございます。

ごらんのとおり、「高齢者が」ではなく、「国民が生涯にわたって」という表現になって

おります。高齢者になったからではなく、生涯にわたって健康で充実した生活を保ち、社

会の一員として役割を持って活躍し、世代を超えてお互いに支え合える、そのような理念

が高齢社会対策基本法には示されております。 

 このことを簡素にあらわしたものが右下の図になります。 

 目指す将来像を生涯現役社会と呼び、その構成要素を社会参画、地域共生、生活の質と

して整理いたしました。 

 次に、１０ページをごらんください。 

 これらの要素が図のように影響し合いながら、生涯現役社会の実現に向かうということ

が考えられます。札幌市では、関係分野の取り組みを通じ、各要素への推進を図っており、

例えば、介護予防施策などを通じて生活の質の向上を図り、地域福祉施策などを通じて地

域共生の促進に取り組んでおりますが、今回ご検討いただく高齢者の社会参加支援は社会
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参画の拡大にかかわるものだと考えております。 

 １１ページの図をごらんください。 

 高齢者の社会参加支援を行うことによって、社会参画の拡大を図り、間接的には生活の

質の向上や地域共生の促進にも波及しながら、生涯現役社会の実現を目指していくという

ことを示させていただきました。本委員会では、生涯現役社会の実現を目指し、社会参画

を拡大していくためには、どのように高齢者の社会参加を支援していくか、その方向性に

ついてのご検討をお願いしたいと存じます。 

 長くなりましたが、事務局からの説明は以上でございます。 

○原委員長 ただいま説明のありました、背景、課題、目指す将来像も踏まえながら、高

齢者の社会参加についての意見交換を行います。 

 初回である今回は、全員の思いや考えをお聞きしたいと思います。もう自己紹介のとき

にかなりおっしゃっていただいたと思うのですけれども、今の説明も踏まえて、こういう

ふうにしたいとか、こういうことを考えていったらいいのではないかということを言って

いただければと思います。高齢社会や高齢者に関してどのようなことでも構いませんので、

お１人ずつ順番にということで、飯田副委員長からお願いいたします。 

○飯田副委員長 私は、今、５１歳なのです。昭和４０年生まれで早生まれなのですけれ

ども、東京オリンピックのときにお母さんのおなかの中にいたということで、４０年とい

う区切りもよかったので、ずっと若い若いと言われてここまで来たのですけれども、ふと

気がつくと５１歳で、高齢社会のことは前からいろいろ議論はしてきたのですが、なかな

か自分の問題として実感できなかったのが、急にいろいろ考えるようになっているところ

です。 

 今、高齢者の方が元気にパークゴルフなどをやっています。前はゲートボールが盛んだ

ったけれども、ゲートボールは今の高齢者の方にだんだん合わないのか、パークゴルフに

なっていきました。多分、私が高齢者になるこれから１４年後くらいには、札幌に新幹線

が来ているのかもしれませんが、多分、今の高齢者の方と同じことはしていないだろうと

思うのです。私個人がというよりも、私の世代がそういうふうにはならないのではないか、

パークゴルフではないことをしようとしているのではないかと思うのです。 

 それは、急に何か始まるというよりも、先ほど、緑で塗られていた８ページの図があり

ましたけれども、退職、定年になったときに、突然、老後の余生が始まって新しい老後の

生き方をするのではなくて、今、何かじわじわと始まっている、やっていることを続ける

ということなのかと思うのです。それは、私の世代よりちょっと上の団塊の世代の方々も、

例えば男性だとロックバンドを始めるとかですね。若いときやっていたけれども、ずっと

放り出していたギターをまた出してきて、吉田拓郎の歌を歌うとか、本当に好きだった自

分の趣味をまた少し始めて、そこで仲間を見つけると。ですから、札幌のこれからの高齢

者像をつかむためには、急に何かするというよりも、今ある芽をよく見て、これが伸びて

いくのではないかというものを市として支えていくとか、それはお金の面だけではなくて
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環境整備とかネットワークづくりを支援していくとか、そういうことなのかと思います。 

 具体的にこれだというのはおいおいという感じですけれども、今、私と同年代の人たち

がやり始めていて、これからこれが伸びてくるというものをつかみたいと思ったのです。 

 私は、２５年くらい前に、東京都立大学の大学院生だったのですけれども、似たような

話の委員会に入っておりました。もう２５年も前ですが、これからはＩＴの時代なのだ、

今までの高齢者とは違うＩＴを使いこなす高齢者が来るぞということで、富士通とかＮＥ

Ｃとか電気関係の会社の人も入って、これからはこういう技術なのではないかとか、今ま

でとは違う高齢者像でこういうものを整備しなければならないという議論をしたり未来の

夢を語るような委員会にいたことがあります。そのときは夢でよくて、バブルのころだっ

たのですが、今の札幌のこの時代には、バブルのような夢を語るよりも、もっと地に足が

ついたといいますか、先ほど健康寿命とおっしゃいましたけれども、そういうスタイルな

のかなと思います。 

 私の世代というより、団塊の世代とか、先輩方でも何か始めていらっしゃる方はいると

思うので、そういう新しい芽を見つけていくという視点も一つありかと思います。アンケ

ートをとるというのは、今、何が求められているかということですけれども、少数意見で

も何か世の中を変えるようなおもしろいものを語れる委員会にしたいですし、そういう発

言をしたいと思っております。 

○原委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、牧野委員、お願いいたします。 

○牧野委員 私は、先ほどご挨拶のときにも申し上げて、今までは高齢者の社会参加とい

う観点からよく見てきていなかったのですけれども、今のお話とか、この資料にもありま

すけれども、いろいろな分野でそういう形に持っていかなければいけないと思っています。 

 私は、町内会とか自治会の皆さんと活動している中で、現在もいろいろやらせてもらっ

ているものですから、その分野での気づきといいますか、考えていることをお話ししたい

と思います。今いただいている参考資料の中にもありますけれども、高齢者というのは何

歳くらいからですかというアンケートですが、答える人の年齢によって当然違ってきます

ね。６５歳以上の人に聞いた答えでは、７５歳後半が高齢者だと思うということですけれ

ども、これが実態だろうと思うのです。 

 また、この資料にはないですけれども、町内会への加入率というのは、すごく幅がある

のです。地域の特性とか、町内会が成り立っている環境や状況によって違うのですが、札

幌市全体でもそんな多くなくて、７０％にいっていないくらいだったかと思います。私ど

もの近辺の地域では、ほとんど１００％町内会に加入しているところもありますし、ぐっ

と低くて、５０％を切っているところもあるのです。この社会参加、町内会の役員だけで

はなくて、町内会や自治会が催すイベントなどいろいろあります。皆さんにできるだけ参

加してもらおうと、皆さんから会費を取ってやっている組織ですから、大勢の方に参加し

てもらいたいのですけれども、なかなか向いてくれないという実態があります。ですから、
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町内会への加入率も伸びないのだと思います。 

 札幌市が別に調査した資料なども報告されていますし、広報さっぽろにも何回かにわた

って出ていますね。町内会加入率を上げよう、町内会、自治会とはこういうものですよと

ＰＲをしていただいているのですが、ふえないのはどうしてなのか。ぜひぜひと手を振っ

ても振り向いてくれないのです。私は、ある程度強制的に―強制的という表現はきつい

かもしれませんけれども、この役員は２年任期、１年任期ですよ、ここの範囲の地域の方

からぜひ１人を、次はここですよという形ですね。それから、いろいろな事業なりイベン

トなりをやるときも、ここから何人来てくださいと。ただ、来てくださいと言っても、や

っていることがおもしろくなければ来るわけないのですが、そういう力を出していかなけ

ればいけないと思うのです。言われて来たけれども、どうだろうかと思っている。けれど

も、それに加わったり参加してみると、ああ、こういう面もあったのかと、今まで自分が

気づかなかったこともわかるのです。 

 ですから、そういう自主性はいいのですけれども、皆さんにある程度強い力を与えると

いいますか、そして押し上げていくといいますか、そういうことも必要でないかと思うの

です。 

○原委員長 自主参加ではなくて、ある程度制度として強制していくと言ったらおかしい

ですけれども、そういうものも新しい見方だと思います。 

 喜多委員が所用で１８時半に退席されなければいけないので、順番が違いますけれども、

喜多委員にお願いいたします。 

○喜多委員 申しわけないです。話してから帰ろうと思います。 

 私も、今、麻生地区で、麻生商店街と麻生連合町内会と、麻生地区は自主運営になって

いるので、まちづくり協議会をつくって、本当に麻生というまちの由来から来ているアマ

という植物を広めようという活動をしていますが、その仲間はほとんど７５歳以上で、そ

ういう方々と一緒にやっているのです。 

 今、麻生キッチンりあんというところも移転して別の場所に行ったら、前のところで班

長をしていたものですから、今度、喜多さんは役員をやってくれないかと言われて、私は

そういうのが好きなので、本当に体がいっぱいあったらいろいろなところの役員をやるの

になと思っているのですけれども、本当に人が不足しているというか、なり手が不足して

いるなと感じています。 

 何とかそこに若い人を入れて町内会の活動にも入っていけるような仕組みができないか

と思って、今、麻生地区の中でお寺を借りてマルシェをやっているのですが、そのマルシ

ェのときに野菜を売ったりするのですけれども、出店者が２５店舗くらいあるので、本当

に大変なのですが、そこを手伝ってくれる人を地域の中から探す、ボランティアをやりた

い、何か助けたいと思っている人の仕組みづくりを今は考えているところです。 

 それとともに、今、こども食堂というものをやり始めようとしていて、私はなんちゃっ

て栄養士で、お料理が余り得意ではないので、何とかお料理ができる人と誘ったら、６５
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歳以上の方々が、昔、病院で調理していたという方などが入ってきてくれて、本当に地域

でやりたいと思っている高齢の方はたくさんいらっしゃるのだなと思っています。 

 飯田委員が言っていたように、要望は本当に多種多様なのです。本当に一人一人違いま

す。高齢者だからパークゴルフでいいというわけではなくて、本当に一人一人の趣味とい

うか思いが本当に多様なので、そこの多様性にどういうふうに応えられるのかなというこ

とを今考えております。 

 私たちのワーカーズ・コレクティブ、子育て支援ワーカーズというのは、自分たちで出

資して、自分たちで働くというやり方の組織ですが、これからの社会では、働くというこ

とが本当に重要になってきていて、東区のこども食堂では、お家を貸してくれている家主

さんが八百屋さんをやめて、事業所にパン屋さんとして貸してくれているのですが、その

八百屋さんをやっていた人が、自分も働かせてくれと言って、１週間に３回、３時間働い

ているらしいのです。事業所の中の調理を手伝ったりということをやっているらしいので

すが、週に３回、３時間が自分にとってすごくいいのだとおっしゃっているという話を聞

いたときに、ただ社会参加という人でもよいのですけれども、働くというのが本当に大事

なのではないかと思っています。やっぱり体力が落ちてきたりするので、私ももう５６歳

ですけれども、こう見えても体が弱いのです。なので、その人の体力に合わせた働き場所

も大事だと思っているし、お年寄りというか、高齢者の方々で立ち上げる事業というか、

起業するということも考えていけたらいいかなと思います。 

○原委員長 どうもありがとうございます。 

 牧野さんもおっしゃった町内会の参加をどうやって募るかということですけれども、強

制するというやり方も一つの可能性です。もう一つの可能性は、東京などほかのところで

一部起きていますけれども、ＮＰＯみたいな形で法人化して、仕事としてやってもらうと

いう可能性もあると思うのです。そういう意味で言うと、ＮＰＯ化をうまく活用していく

というのも一つの検討の方向ではないかと思います。 

 それでは、西田委員、お願いいたします。 

○西田委員 私は、資料の９ページに書いてあります生涯現役社会ということが大事だと

思います。現役でいるということは、もちろん健康を保たなければならないということで、

それは働いて賃金を得るということも現役でいるということでしょうし、地域活動をする

ということも現役でいるということだと思います。先ほど先生がおっしゃった、いきなり

定年になってからぽんと放り出されて、さあ社会参加と言われても、大概の方は地域の町

内会長さんが誰なのか、３軒隣の方はどなたなのかもわからないという方が多いと思うの

です。以前に聞いたことがあるのですが、やはり定年前から、企業が社会参加のため、あ

るいは、ボランティアのための休暇、そういうことが大事だよということを社員に発信し

ていって、実際にそういう制度を使えるということも、そういう企業の役割も非常に大事

かなと思っております。 

 日本の高齢者と言われる人の就業意欲はとても高く、中田委員がご専門だと思うのです
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けれども、働き続けられるまで働きたいという方が一番多いのだそうです。ですから、そ

のために、健康のこととか、技術、働き続けるためのスキルアップに対する助成とか、そ

ういうことも非常に必要になってくると思います。また、若い人たちも、小さいころから、

いずれは自分も高齢者になるということで、高齢者の方たちとのおつき合いを上手にする

ことによって、二、三日前の新聞に載っていたのですが、若い人のコミュニケーション能

力をつけるのは、上の異世代の方と交流すること、異文化と交流することがすごくいいと

書いてありました。 

 そういうことで、若い人がコミュニケーション能力をつけるということは、私たちもコ

ミュニケーション能力がつくのではないかと思います。高齢者の苦手なことを支援する若

い人は集まれみたいなセミナーなどをしたら、応援してくれる方も集まってくれるのでは

ないかと思います。 

 もう一つは、今、老々介護ということがすごく問題になっております。育児休業制度も

そうですけれども、介護休業制度をもっと活用できるような会社、それから、そういう雰

囲気の醸成ということも非常に大事になってくると思います。企業も社会も、働く意欲の

ある人の受け皿をつくっていってくれたらなと思います。 

○原委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、中田委員、お願いします。 

○中田委員 社会学を勉強した立場から、ちょっと大きな話をしようと思っています。 

 先ほど、ヨーロッパの年齢差別などをいろいろ考えていたと申し上げましたが、日本と

いうのは年齢差別を余り感じさせません。ただ、それは儒教の影響だと思うのですけれど

も、先ほどからおっしゃられたように、高齢者の方は地域活動で、それより下の方は働い

ているというようなすみ分けができているというのは、変な意味での年齢差別なのかなと

思っております。 

 欧米では、特にヨーロッパを中心に、市町村を単位として年齢差別を解消するような政

策が進んでおりますので、今回のこのような札幌の考え方というのは、非常に興味深く思

っています。 

 それから、この間、韓国にちょっと行ってきたのですけれども、韓国でも元気な高齢者

対策が進んでいて、特に、大きな都市では、老人福祉館というところが行政から委託を受

けてさまざまな元気な高齢者に対していろいろなサービスを行ったり、貧困の方は国が保

障するわけですが、それ以外の元気な高齢者の方にはそういうようなところのケアをしっ

かりしているというところでは、日本より進んでいるのかなという気がしました。 

 もう一つは、ここに来る途中、たまたま原委員長と一緒になっていろいろ話していたの

ですが、例えば、経済システムが信用できなければみんな投資しないように、やはりその

地域コミュニティとか、あるいは、こういうような行政が信用できなければ、自分の時間

とかお金を払って社会参加をするということには至らないと思うのです。 

 僕は、今、過疎地域などを回っていても、そういう感じがしています。したがって、一
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つ一つの町内会もそうですし、それから、市全体、それが市民にどのくらい信頼されてい

るか、他方では、こういう高齢者政策に対して、高齢者ではない方がどういうふうに考え

るのか、そういう人たちをどういうふうに説得していくのか。それは、家のお母さんとお

父さんに、外に行っていろいろしてきなさいよと言うレベルもそうですし、政策として、

そういうものがどういうふうに信頼されるか、若い人をどういうふうに説得するのかとい

うことも一つ問題になるのかなと考えております。 

○原委員長 先ほどの西田委員のお話にあった企業のあり方も問われていると思うのです。

また、中田委員がおっしゃっていることは、結局、社会のあり方でもあると思うのですよ

ね。エイジズムという欧米なんかは年齢差別をやめようという、逆に言うと、欧米では年

寄りを手厚くしてきたのですけれども、逆にある意味で言えば差別みたいな形にもなりつ

つあると思うのです。 

 ですから、先ほど中田委員の言っていた日本は儒教思想の影響が強いですから、高齢者

は今まで尊敬されてきたわけですけれども、このまま放っておいて若い世代が反発し出せ

ば、高齢者に対する差別がもっとひどくなる可能性があると思うのですね。それも社会の

あり方なのだろうなという気がします。だから、年齢で切ってしまって、それでここから

上の人は引退、下の人は働く、そういう年齢で区別してしまうやり方はよくないのかもし

れないし、その組織としても、高齢者だけの集まりとかそういうのではなくて、もっとい

ろいろな世代を超えて参加していく、そこの中で高齢の人がリーダーシップをとれるよう

な取り組みが必要なのかなと勝手に思いました。 

 次に、巽委員、お願いします。 

○巽委員 私は、もとはサラリーマンだったのですけれども、自分で資格を取って自営業

になったので、そのときから自分が働けなくなる状態になるまで、ずっと働こうと決めて

いました。 

 そうすると、定年という考え方がないので、年齢的には副委員長よりも少しくらい下な

のですが、社会を見ていると、６０歳を過ぎて仕事がなくなって、することがなくて、例

えばゲームセンターに１日中いる高齢者の方もいらっしゃるのです。安くずっと遊べるか

らということですが、働けるのに、もったいないなと思ってしまいます。 

 高齢者が仕事をしやすいようにコーディネートをすることも大事だと思いますし、高齢

者が仕事をするという意識改革をしていくことも必要ではないかと思います。今まで営業

部長をされていた方が急にコンビニのバイトはできないでしょうけれども、それが格好悪

いことだとみんなが思っているからできないのであって、みんなが働こうねということに

なれば、もうちょっと考え方が変わるのではないかと思うのです。 

 私は、子育て支援の団体に入って、メンバーの皆さんがずっと地域活動をされていて、

その延長でずっといろいろな社会活動をされている方々が多いので、私は、そこで初めて、

町内会がどんなものであるか、ＰＴＡがどんなところであるかということを知っていきま

した。私には小学生と中学生の子どもがいますが、女の方というのは、大体はＰＴＡ活動
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から始まって、そこから町内会の活動に行ったり、子どもが大きくなって子育て支援に行

ったりというふうに移行していくのではないかと、私が入っている団体のメンバーを見て

いると思うのです。ただ、今は、本当に共働きが多くて、ＰＴＡに入る人がいません。全

く担い手がいなくて、このままだと本当にあと二、三年でＰＴＡ自体がなくなるのではな

いかと思います。町内会と同じように、みんなシステム化していかないと、誰かがなって

くださいだけでは、担ってくれる人が出てこないのではないかと思います。なる人がいな

ければ、次の定年後ということにつながっていかないと思いますし、社会活動をする人が

誰もいなくなってしまうのではないかという危機感を持ちました。私もＰＴＡ活動をなか

なかできないでいるのですけれども、定年前から社会活動に携わっていく、定年後も何か

仕事をしていくという意識をみんなでつくっていくということをちょっと考えてもらいた

いと思います。 

○原委員長 私も、大学の教員になる前は自営業でコンサルタントをやっていました。５

年間くらいですけれどもね。自営業をやっていたときは、雇われているわけではないので、

年齢は関係なく、ずっとやるつもりでいたのですけれども、雇用されて大学の教員になっ

たら、定年が近づいてくると、どうしようみたいな感じで慌てています。でも、よく考え

たら、もう一回、もとに戻って、自分でコンサルティング業を始めればまた働けるなと思

っています。ですから、そういう意識変革みたいなものも大事かなという気がします。社

会全体も高齢者に期待するというか、それが当たり前だという感じも必要かもしれません。 

 次に、竹川委員、お願いします。 

○竹川委員 今、お話を聞いていて、いろいろなことを思い出しました。行政としては高

齢者に対する対応というのはわかるのだけれども、その場合は社会人としての責任を果た

していない人だと考えたほうがいいと私は思います。立派な社会人になってねと子どもを

育てて、組織の中で社会人として働いて、そこから離れたら、そこをすっかり忘れている、

これが問題になっているわけです。 

 例えば、私は放送大学の通信講座を担当しているものですから、通信講座で人と会うこ

ともないのだけれども、面接授業というものがあるのです。つまり、通信講座を受けてい

る人たちに対して、その地域の人たちに対して、通常の大学の授業のようなことをやるの

です。私は、去年の１２月に、こういう講座をつくったらどうかということで、シニアの

社会参加を考えるという講座を、１単位、８コマですが、それをやってみました。 

 そこに集まっている人は７０歳くらいですが、見ていて、つくづくわかることが一つあ

ります。それは、女性と男性は大分違うということです。女性は非常に社会化されていま

す。男性は社会化されていないのです。まず、そこのところを考えたほうがいいというこ

とがあります。 

 もう一つは、これっていいことだよねと参加者は思うのです。しかし、では、俺の友達

にも言ってみようか、まずこれはないです。本来、生きている限り、社会に役立っている

と思っていないのです。本来、社会に何らかの責任を果たしているのは無償、有償を問わ
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ないのです。そういう認識が我々に欠落しているものだから、働いていなかったら社会か

ら取り残されていると思う可能性があるということもあります。それは間違いだと思いま

す。 

 ですから、現役を離れたって、社会に生きている以上、何らかの格好で社会の役に立っ

ているということです。だから、社会に対してさらに責任を果たしましょう、そういう施

策をここで提案できていくということがあると思いますし、生活のしぶりということもあ

ると思います。 

 いずれ、ひとりで死ぬのだからと言います。天国でも地獄でもひとりで行くに決まって

います。というよりも２人で生きてきたからなんとかなったけれども、ひとりになるとい

うことですよ。いずれ、どっちにしてもです。ひとりになって、あの世に行くまでの間に

時間がある、それをどうやって生きていきますかということだって重要な問題です。そこ

に対する手当が考えられていません。これは、お金の問題ではなくて、暮らしぶりをそこ

で矯正しましょうということだってあり得るのです。 

 私は、これをいろいろなところで言わせてもらっていますが、シェアハウスというのは、

日本は若い人ばかりが行っているけれども、ひとり暮らしになったら、シェアハウスに住

むのが一番いいわけです。女性と男性を別にして。シンガポールなどは結構ありますね。

だから、そういうことも考えていけば、もう少し社会人として、いわゆる現役を離れた人

も生きていく道があるだろうと思います。 

 先ほどから町内会の話も出ていますが、私も町内会長をやったこともありますし、連合

町内会もやっていました。もともと、町内会がなんのための役に立っているのかと思って

いる方がいます。そして、役に立っていないと思います。どうして役に立たないのかとい

うことです。つまり、時間もあるので、この地域の中でやれることが何かあるのではない

だろうかと考えないからです。まず、そこのところを植えつけることが町内会活動にとっ

て必要だし、そして、町内会活動は、地域のこのことに役立っています。町内会でお互い

が顔を突き合わせることによって、役に立つこと、つまり、無償とか有償とか関係なく、

生かされていること、それ自体が経済活動だっていうことをまず考えていくと、町内会活

動のやり方は決まるのです。 

 例えば、子どもへの交通指導、交通信号のあるところでそんなことをやってもしようが

ないのです。交通信号のあるところを渡っていって、そんなの一人立ちさせないためにや

っているようなものですよ。青になっても、左折する、右折する車があるから気をつけて

やっていこう、こういうことを実際に教えていくということです。身をもって、ほら、来

ただろうと。でも、そうではないのです。はい、渡ってと。それは過保護という以外の何

ものでもないのです。つまり、子どもを独り立ちさせようという意識でやっていきました

ら、町内会でやることはあるのです。 

 どこかのボランティア団体ですけれども、いわゆる親子３代で参加しましょうねとやっ

ています。それは、自分の子どもでも孫でも関係ないのです。それぞれの世代が責任を持
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って社会をつくっていくぞということを感じさせるような、そういうことだと思うのです。 

 もう一つ言わせてください。この会では、絶対に社会人だということを認識させようと

いうことです。スポーツクラブに行きますと、午前中は私と同年代ばかりです。混んでい

る科目があります。自分で勝手にやればいいのですが、それ以外にこういうレッスンがあ

りますみたいなものがあります。健康できちっとして生きたいと思ったら、結構大変なレ

ッスンがあります。そこは、すいているのです。私の言っていることは何となくわかりま

すか。すいているのです。遊びに近いものはいっぱいになります。つまり、遊びのような

もので社会が活性化するとか、それはパンとサーカスのローマ時代の話です。関心があっ

たら、みんなやるに決まっているのですよ。放っておいたってやりますよ。先ほど、ゲー

ムセンターというような話がありましたが、それはやりたかったのですよ、現役のときか

らね。そんなことは行政の立場で考えるような話と全く違うと私は思います。 

 というのが私のスタンスでございます。 

○原委員長 どうもありがとうございます。 

 池田委員、お願いいたします。 

○池田委員 私は、株式会社特殊衣料の社長を勤めておりますのと、社会福祉法人の知的

障がい者の旧授産施設、今、現法では就労移行支援事業、一般企業に就職させようという

事業と、就職はちょっと難しいので、生活支援をしながら、楽しい居場所をつくろうとい

うところの理事長をしております。 

 会社のほうでは、現在、１７２名の社員がおりまして、そのうち、知的障がいの方、聴

覚障がいの方、精神の方、身体の方が２７名おられます。ニートだった方も若者支援総合

センターから９名を受け入れまして、今、７名が定着しております。平均年齢が二十六、

七歳くらいでしょうか。それから、６０歳以上の高齢の方が今は４４名くらい働いており

ます。変わった会社ですけれども、事業としては、病院施設のリネンサプライ、クリーニ

ングと清掃、それから福祉用具の開発も含めまして、さまざまな中でいろいろな能力のあ

る方が活かされているという業態です。 

 そこで、私どもは、札幌市のシニアサロン制度の助成を受けまして、シニアサロンを七、

八年やっておりましたときに、いろいろな方々が集まってまいりました。会社にある場所

を提供しまして、一番の人気はそば道場でした。男性の方々がかなり遠くからでも教えに

来てくれるのです。そうすると、本当に場所が人であふれるくらいになります。あとは、

書道とか絵手紙、カラオケ、布遊びなどの参加型はとても人が集まりました。 

 そのときの課題としては、８０歳を超えると、ここまで歩いてこられなくなったので、

送迎してくれるとありがたいということでした。男性は、役割がないと来づらいよという

ことで、何かやらせてよ、仕事くださいと言う方もおられました。今、私どもの会社の都

合で２年間ばかり休眠している状況で、クリスマスパーティーとかコンサートくらいしか

していないのですが、こういったたまり場をつくるということの意義をすごく感じており

ます。町内会には行きたくないけれども、違うほかの町内から来るということもございま
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した。 

 伝え聞くところによると、これからは、社会保障制度の財源がないということで、介護

保険制度も４割の方が使えなくなる、１割負担が全部自己負担になるということを財務省

が発表したとも言われています。生活困窮者もふえてくるのです。そうすると、ここにお

示しいただいたように、本当に生涯現役で病院施設で死を迎えるのではなくて、在宅でと

いうことですから、健康寿命を長くして、いつまでも元気であることが大事だと思うので

す。 

 そんな中で、ここに介護予防施策というものがありますけれども、これこそ、まだ数が

少ないと思っています。町内会単位で、筋力アップとか、できれば専門家の方が教えてく

れるようなことがあれば、本当に人が集まってくるのではないのかと感じております。そ

の場所の提供も企業の空いた会議室、空き店舗、社会福祉法人の空いている場所、さまざ

まなところの場所の提供があって、いろいろな方々が集まるような、そんなコミュニティ

ができて、そこでさらに短時間で働く方も出てくるのかなと感じました。 

 そんな議論ができたらいいなということも含めまして、よろしくお願い申し上げます。 

○原委員長 どうもありがとうございます。 

 皆さんの意見を聞きながら、私自身もいろいろ考えて、最後に私からも意見を言わせて

いただきます。 

 せっかく参考資料があるので見ていたのですが、１５ページに、「高齢者のすがた」と

いうことで、平均寿命の伸びの図が出ています。男性が７０歳から８０歳とか、女性は７

６歳から８６．５歳に伸びてきたわけですが、札幌市でも物すごい平均寿命の伸びが起き

ているわけです。私自身が大学を出たころは、ちょうど昭和５０年くらい、１９７５年く

らいで福祉元年と言われていまして、その当時、私自身が自分の将来を考えたときには、

あのときの高齢者の人たちがみんな思ったことと同じだと思うのですけれども、５０歳と

か６０歳の定年くらいまで働いて、あとは悠々自適の生活をするのだということです。特

に、私自身は欧米の影響をすごく受けていた人間なので、ヨーロッパ並みに、できるだけ

有能な人間はお金を稼いで早く引退して好きなことをやるのだと考えていたのです。とこ

ろが、今、自分自身が超長寿化社会の中で引退年齢が近づいてきたときに、やっぱり、あ

のイメージは間違っていたのだなという気がするのです。 

 というのは、あのころ、引退する方というのは、余命も物すごく短いし、物すごく一生

懸命働いてきて、ようやく引退して、あと１０年くらいで死んでしまうわけだから、最後

は好きなことをやりましょうというご褒美型の老後だったと思うのです。でも、今の時代

は、そうではなくて、１５ページに平均余命が出ていますけれども、昭和５０年は、男性

だったら１４年しか生きないわけですけれども、１９．２年とか２０年とか、女性の場合

にはもう２５年とか生きなければいけないわけです。これは平均ですから、もっと生きる

わけです。 

 ですから、あのころの考え方を変えなければいけないというふうに思います。特に、先
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ほど竹川委員がおっしゃっていた社会人ということですけれども、男性よりも女性は社会

性があるわけですが、男性はなぜないかと考えてみると、やっぱり１９７５年くらいから

ずっと続いている企業社会といいますか、特に男性は企業人としての教育を受けてしまっ

ているわけです。だから、働いて企業にいる限りは存在価値があるけれども、社会人とし

ての経験が何もない状態で来てしまうわけです。昔だったら、定年退職をすれば、あと１

０年くらいで済んでしまうから、よかったねと、昔は引退旅行か何かで全国を回ったり世

界中を回るというのがはやりましたが、それから帰ってきたら大体は死んでしまうみたい

な感じだったと思います。今は、引退してから世界旅行に行ったとしたって、戻ってきて

もまだ元気なままで、時間を持て余してしまうと思うのです。一生懸命働いて企業人とし

てのアイデンティティで育ってしまったということが最悪だろうと思うので、そこのとこ

ろをもっと変えていかなければいけません。 

 そこを変えるというのはどういうことかというと、やっぱり職場でしょうね。企業とか

労働の現場のあり方が昔よりもっとひどくなっていて、今は男性だけではなくて、女性も

ＰＴＡに参加する余裕もないというか、男女共同参画社会で共稼ぎがふえてきたわけです

けれども、結局は自分たちのことだけに集中していくようになってしまっているという意

味では、女性さえも社会性を失いつつあると思うのです。ですから、ここで検討していか

なければいけないことは、もう一回、社会全体のあり方として、最後までみんなで生きて

いくのだということですね。仮に自分の相方が死んでしまって、単身独居老人になったと

しても、高齢者単独世帯になったとしても、その人は、ひとりで自分のためだけに生きて

いるのではなくて、その人だって社会の一員であって、自分のことだけを面倒見ていれば

いいのではなくて、社会の役に立たなければいけない、社会の一員として生きていかなけ

ればいけないのだという自覚をもちろん持ってもらわなければいけないし、それができる

ような体制をつくっていかなければいけないのかなという気がするのです。 

 そういう意味で言うと、昔、私がやっていたような高齢者対策も、高齢者大学をどうす

るかとか、引退した人の暇潰しとか健康管理みたいな発想は全部やめて、いかにして社会

の一員として最後まで役に立ってもらえるか。 

 そういう視点に立てば、もちろん働いていただいて構わないわけですし、膨大な需要が

あるわけです。介護にしろ、何にしろです。もちろん、みんながみんな健康なわけではな

いですけれども、逆に言うと、健康ではない人を支えないといけないし、必要とされてい

る社会的な仕事はたくさんあるわけですから、そこを年齢に関係なく、社会化して、ビジ

ネスにして、お金が回るようにしてあげれば、介護負担とか財政的な問題も随分解消され

てくるのではないかと思うのです。そういうかなりダイナミックな見直しをやっていった

らいいかなと思います。特に、池田委員が実際に実践させているようなソーシャルビジネ

ス的な企業ももっとあらわれなければいけないと思います。とにかく、ビジネス化できる

こともたくさんあると思うのです。私自身は、もともとコンサルタントだったので、企業

化するのは大好きですから、ぜひ、そういうところまで踏み込んでいきたいと思います。 
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 ということで、勝手なことばかり言わせていただきました。 

 まだ時間がありますから、言い足りないことがありましたらどうぞ。 

○牧野委員 言い足りないということではないですが、きょうの第１回目は、委員長と副

委員長を決めていただいて、それぞれご意見をいただいたり、やられていることを中心に

自由にお話しするスタイルで来たわけですけれども、冒頭に行政の方からこの進め方なり

何なりのお話があって、概略はそういう方向かなと思ったのですが、この委員会は、最後

に何か具体的なものが決まらなくてもいいのですね。いろいろな意見が出て、まだまとめ

の段階になっていないのにこんなことを言うのはおかしいのですけれども、分散したまま

ではいけないと思うのですが、そういう委員会のあり方でいいのですか。最後に市長に答

申するから、この委員会ではこういう格好で出ましたという形にまとめなければいけない

のですか。 

 というのは、ほかの区もそうですけれども、区民協議会という組織がありますね。厚別

区区民協議会というものがあって、町内会だけではなく、約５０くらいのいろいろな団体

で構成されているのですけれども、区民協議会の中に幾つかの検討委員会をつくって、そ

の検討委員会の中で、少し具体的、区民協議会そのものはお金は持っていないものですか

ら、検討委員会を開いて、何か物になりそうだったら実行委員会に落として、具体的に案

を出して、行政に提案して、予算をつけてもらってやるのです。幾つか実現した例がある

のですけれども、そういう区民協議会というのは、きょうのこういう場とほとんど同じな

のです。いろいろなその五十幾つかの団体から構成されている会議ですから、いろいろな

意見を出して、まとまらなくてもいいよというスタイルで流れてきていて、今言ったよう

に幾つか具体的になりそうなものをピックアップして、少しもんで、具体的にして、行政

に予算をつけてもらってという格好ですが、この会議ではその辺はどうなのでしょうか。 

○原委員長 検討の進め方で私が理解している範囲では、１回目と２回目に総論をやって、

３回目から５回目くらいに、具体的な今後の取り組みや再構築の方向性を詰めていくとい

う話です。でも、最初から想定されていないのは、個々の事業でこれをどうするという話

はないのです。検討の仕方というか、切り口みたいなものをやっていって、それと同時に

アンケート調査を実施して、それもあわせて６回目、７回目で取りまとめということだと

思いますが、事務局からお願いします。 

○渋谷高齢保健福祉部長 まず、牧野委員からのご指摘は、まとめなくていいのか、それ

から、厚別のまちづくり協議会のように、何か具体的な案があれば、それを提案して予算

化していくという流れなのかという２点があったと思います。 

 この位置づけの中にもありますように、報告書はまとめていただかなければいけないの

で、この委員会として、総論としてはこういう方向だろうということはまとめていただか

なければいけないと思います。ただ、具体的な事業化の案についてきっちり決めて、それ

を報告書にまとめ上げていただかなくても構わないです。あくまでも、その提案を受けて、

市としての施策を考えるというスタンスで考えておりますので、具体的なものも出るかも
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しれませんけれども、あくまでも方向性で、１０人の委員がいらっしゃいますから、きっ

と一つにまとめ上げるのは難しいと思うので、いろいろな意見がある中、方向性としては

みんな同じだねというまとめ方が一番いいのかなと、現在、事務局では思っております。 

 きょうは、初回なので、皆さんの考え方を皆さん委員の中でご披露していただいたとい

う位置づけだと思いますが、２回目以降は、ある程度、皆さんが共通認識に立つようなこ

とを少し深く議論していただくという進め方でいいと思います。では、実際に市民の方の

意識の方向性も同じなのかということもあわせて、聞いてみようかということでアンケー

ト調査の内容なども決めていっていただくという流れで考えていただければと思います。 

 今回は、最終的に案をきっちりつくってくださいということではありませんので、方向

性、考え方をお示しいただくという報告書の取りまとめになると考えております。まちづ

くり協議会のような進め方で決めて予算化するという流れではないと考えていただければ

と思います。 

○牧野委員 わかりました。きょうは１回目ですけれども、委員会が進んでいけば、こう

いう方向でアウトラインをまとめなければいけないのかということを我々もわかってくる

と思いますので、よろしいかと思います。 

○原委員長 ほかに、会の進め方でもいいですし、先ほどのおっしゃっていただいたこと

につけ加えたいことがございましたらお願いします。 

○池田委員 この札幌市が用意してくれた資料は、とてもいいと思います。ポスターの「し

かくは、いらない。」というメッセージがとてもいいと思うのです。私は、やはり、健康

であるということが長く働けることにつながると思うのです。そこで、社会の課題解決が

できる働く場ができたらいいのかなと思います。通常の雇用のフルタイムではなくて、で

きる人ができることをというのを子育てから老人まで、自立する長い時間をということが

議論できたら、一歩、二歩と進めるのかなと感じました。 

○原委員長 考え方を変えてもらわなければいけないのだけれども、考え方を変えろ、変

えろと言われても、どうしたらいいかわからないと思うのです。もちろん、こういうキャ

ンペーンのほかに、企業向けとか社会全体に対して考え方を変えましょうというキャンペ

ーンも必要だと思うのですが、具体的に誰でも参加できるようないろいろなオプションの

提案がないと取っかかりが見つからないですね。だから、その取っかかりになるようなこ

とはどういう事業なのかとか、こういうふうにしたら敷居が低くなるのではないかという

話になるのかなと私は思っています。 

 アンケートもそうだと思うのですけれども、どういうことであれば社会参加をしようと

いう形になるのか、例えば町内会活動でもそうですが、案外、役割としてちゃんと決まっ

ているほうが、諦めて、すっと入れるみたいなこともあるのかもしれませんね。だから、

そういうものをここでいろいろ議論して、例えば、報酬の問題もそうですが、どれくらい

の報酬だったら敷居が低くなるのか。また、僕もよくわからないのは、今、収入がたくさ

んあると年金がもらえなくなってしまうという仕組みになっていますけれども、そこら辺
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で一定の金額があるのかなと思います。女性の配偶者控除と同じような感じで、これ以上

収入があると年金がもらえなくなるというのもあるかもしれません。そうすると、そこで

ちょうどいい金額のものを探してあげるといいのかなという気がしなくもないです。 

○竹川委員 ちょうどいいので、私から委員の皆さんに差し上げたい本があるのです。「シ

ニアが拓く未来」という私が全国からいろいろな執筆人を探して監修をした本があります

ので、これを配っていただけますか。 

 今、原委員長と池田委員がおっしゃったことは、そうだなと思うのです。そう思うのだ

けれども、組織化するのは、非常に効率的なのですけれども、非常に難しいことなのです。

組織化するためには、物すごく理念がしっかりしないといけないので、そういう問題があ

ると思います。しかし、もう社会人だから、本来ならばというところがあるわけです。行

政が入り込めば入り込むほど、行政も文句を言われてということが起きかねないです。例

えば、町内会というのは、究極のボランティア団体なわけです。あれは、ＮＰＯになろう

と思ったら、すぐになれるわけです。法人格を取る必要性があるかという問題です。もと

もと法人格をとるというのは、所有権をその団体が持つというだけの話ですから、法人格

を持つのはどういう意味かと考えてみたら、ボランティアをやったり、社会に役立ってい

こうというときに、別に組織がある必要性はないです。そこのところをまず押さえてほし

いと思います。 

 こういう高齢者の問題というのは、もともと問題があって、その問題の根源はどこにあ

るかということを我々はここで議論をしていく、それはまた、事業検証という２回目のと

ころでありますね。それを扱っていく中で、結構いろいろな議論が出ていって、価値観が

対立することもあるかもしれません。そういうことをやっていく中で、果たして高齢者を

どこまで面倒見る必要性があるのかという問題があると思います。高齢者のこと、つまり、

税金の配分の問題ということです。行政が考えるときは、我々もそうですけれども、税金

の配分をどこまで高齢者に使うのか、社会の再生産のために税金を使うわけで、だからこ

そ、我々は納税することをいとわないわけです。憲法も納税義務を課しているわけで、そ

れは、社会を維持していこうというわけですから、そういう観点でどこまで面倒を見たら

いいのかということですね。 

 先ほど原委員長がおっしゃっていましたが、大学を卒業するころの退職のイメージです。

結局、そういうことを引きずっている人がいます。高齢者を慈しむというときに、私が小

学校時代には第１次産業が圧倒的に多いわけです。そうすると、高齢者といっても、農業

とか水産業についていますから、定年はありません。定年はありませんけれども、年をと

ってくると息子たちに譲るということになります。途端に主役を外れるわけです。主役を

外れた人がどういうことをしていたかということを私はよく見ているのです。今の高齢者

と大分違って、子どもたちに迷惑をかけたくないという気持ちが物すごい強いわけですよ。

だから、やることはあるのです。迷惑をかけたくないから、草むしりをしなくちゃいけな

い、孫はちゃんとしつけないといけないのです。今の人はそうではないのです。かわいが
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らなくちゃいけないと思っています。そこは全然違うのです。そこで、私は何回も言いま

すが、社会人としての責任が欠けているのです。それは、何も第１次産業がなくなったか

らではないのです。つまり、サラリーマンというのは、どんなものかという認識が現状に

ないからなのです。 

 今配っていただいた本の中にも、大企業で、退職者に対して、ボランティア活動の窓口

になっているところもあります。そういうところも紹介してあります。ですから、必ずし

も企業は何も考えていないわけではないのです。コーポレートシチズンというくらいのも

のですから、企業そのものは悪でも何でもないです。 

 ただ、問題なのは、こういう町内会活動の例えば防災というときに、防災のことは明ら

かに若い人がいなければできないのです。７０歳の人がどうやってやるのか。こういう矛

盾を抱えたままやるのです。それは、現役の人がそういう活動にでられないということで

す。市民生活と行政の活動と同じなのだけれども、雇われている人との違いなのです。そ

ういう点では、企業がというよりも、つまり、働くときに、この働いているのは、いわゆ

る社会生活をしていく上で必要なことだから、企業活動をやったり行政活動があるのだか

ら、その中で、地域で問題が起きたときに何かをしなくてはいけない人は出すという社会

でないと、本当の市民社会ではないと考えていくべきです。私はそう思います。 

 ですから、この本を読んで、そういう考えを持ってほしいなと。特に、６章、７章は読

んでほしいと思います。６章に、元気だから働いているのではありませんと書いてありま

す。やらなければならないと思うから元気なのですというのが根本だと思います。 

 それから、７章は、お小遣いをやる年寄りは、この本の中には書いていないけれども、

研究成果としてあるのです。つまり、年寄りが孫をかわいがりますが、中学の高学年にな

ってくると、いいおじいちゃん、おばあちゃんだけれどもと変わってくるのです。それは、

子どもであっても、自分はどういう人生を歩むかというときに、その姿は、自分の一番近

いところに見えるということです。 

 そういうこともぜひ参考にしていただきたいと思います。 

○原委員長 どうもありがとうございます。 

 西田委員、お願いします 

○西田委員 今、やらなければいけないから元気なのだとおっしゃったことで思い出した

ことがあります。テレビで見たことなのですけれども、生活不活発病というものがあって、

体に元気がなくなってしまう。膝が痛い、杖をつく、そうしたら次は寝たきりになるとい

うのは極端ですけれども、そういうものではなくて、おっしゃっていた先生は、私たちは

体を元気にしてから何かに参加しようと思っていたのですけれども、社会参加が先だとお

っしゃっていたのです。社会参加という目標があるから、それに対して生活動作をきちん

とするようになり、それに対して心身の機能がきちんと戻ってくるというお話をされてい

ました。震災のお話でしたけれども、膝が痛くて動けないご年配の方が、遠くに住んでい

るお友達とお話をしたいと目標を持って頑張ったら、話をしに行けた。それから、どんど
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んどんどん活動するようになったという事例を話されていました。今、竹川委員のお話を

聞いて、そのことを思い出しました。 

 もう一つは企業のことですけれども、企業が果たす役割はすごく大事だと思っているの

です。ある大手の企業さんが、その会社の従業員が扶養している８０歳以上のお年寄りに

対して、月に１回、１週間くらいの献立表を提出してくださいということで、それに対し

て保健師さんがちゃんと栄養指導をするシステムがある企業があると聞いています。そう

すると、そこで働く人もこうやって大事にしてくれるのだったらというモチベーションも

上がって、一生懸命働くようになるし、税金もちゃんともっと納めようと思うようになる

だろうし、そういうふうにして、会社が高齢者をきちんと守ってくれるんだなという安心

感があるという企業は、そういう考え方はよいなと思って、それを思い出して参考までに

事例でお話をしました。 

○飯田委員 従業員の親の健康指導をしているのですか。 

○西田委員 そうです。従業員の方の扶養している、たしか８０歳以上だったと思ったの

ですけれども、健康をきちんとケアするということをやっています。実際にその方からお

話を聞いて、とっても安心感があるとおっしゃっていました。 

○原委員長 今は、健康保険制度の改正もあるでしょうけれども、むしろ企業内のそうい

うサービスは低下しつつあります。大学でも、健康診断ばかりやってくれるのだけれども、

余り意味のない健康診断を強制的にやらされているなという感じです。 

 この委員会自体は、高齢者の社会参加支援のあり方を検討するわけですけれども、その

中の条件として、社会参加を進めるためには、企業とか社会でこういうふうなことをやっ

てほしいみたいなことは言えますね。そういうものを提言に盛り込むような形にできれば

なと思います。 

 それでは、そろそろ予定の時刻ですので、今回の意見を踏まえまして、次回より具体的

な検討を進めてまいりたいと思います。事務局から何か連絡事項はございますか。 

○柴垣高齢福祉課長 それでは、事務局から、次回の会議についてお知らせいたします。

正式には改めて通知をお送りいたしますが、次回の第２回会議は、５月１６日月曜日、午

後５時からを予定しております。会場はこの隣の第２会議室を予定しておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

  ４．閉  会 

○原委員長 それでは、長時間、どうもありがとうございました。 

 これで第１回の会議を終わります。 

 お疲れさまでした。 

                                  以  上   


